
契約事務取扱要領 

 契約事務取扱要領（平成２３年２月１日施行）の一部を改正する。 

 （趣旨） 

第１条 この要領は、本市の発注する工事、売買、貸借、請負その他（以下「市発注工事等」

という。）の契約に関する事務を公正かつ円滑に執行するため、必要な事項を定める。   

 （競争入札の参加資格等）  

第２条 市長は、宝塚市契約規則（平成２２年規則第９号。以下「契約規則」という。）第３

条第１項に規定する者のほか、次のいずれかに該当する者の競争入札への参加を認めない。

ただし、せり売り及びそれに準じた物品の売り払いの契約を締結する場合は、この限りで

ない。 

(１) 競争入札に参加しようとする営業に関し、法律上必要とする資格、登録等を有しな    

い者 

(２) 国税及び宝塚市税に未納の税額がある者 

(３) 工事の請負にあっては、建設業法（昭和２４年法律第１００号）第３条に規定する

許可を受けていない者又は同法第２７条の２３に規定する経営事項審査を受けてい

ない者 

２ 次に掲げる場合は、被承継人の営業は承継人に引き継がれるものとし、被承継人が納付

した国税等は承継人が納付したものとみなす。 

(１) 相続したとき。 

(２) 個人営業者が会社を設立して、当該会社にその営業権を譲渡し、当該会社の代表社

員に就任し、現にその職にあるとき。 

(３) 会社が組織を変更して、他の種類の会社となったとき。 

(４) 会社が解散し、その会社の代表社員が営業権を譲り受け、個人営業者となったとき。 

(５) 合併又は分割により、当該営業を承継したとき。 

(６) 前各号に掲げるもののほか、これらに準ずる事由があると市長が認めるとき。 

（市域内に主たる事務所を有する者の特例） 

第２条の２ 市長は、本市市域内に主たる事務所を有する者について、建設業法（昭和２４

年法律第１００号）第２７条の２３第２項に規定する数値に主観的事項に係る点数（以

下「主観数値」という。）を合計した数値を加え、又は減じた数値をもって、案件ごと

に工事請負契約に係る競争入札への参加の可否についての審査を行うものとする。この



場合において、当該数値に１未満の端数が生じる場合は、これを切り上げる。 

２ 主観数値は、別表第１のとおりとする。 

３ 市長は、定期又は追加の入札参加資格審査を行う時に、別表第１に掲げる要件を満た

すか否かの審査（以下「主観的事項に係る審査」という。）を行う。この場合において、

主観的事項に係る審査を受けようとする者は、宝塚市が実施する建設工事の入札参加資

格に係る主観数値加算認定申請書（様式第１号）及び加点項目に応じた確認書類を提出

しなければならない。 

４ 主観的事項に係る審査を受けた者は、入札参加資格を有する限り、当該主観的事項に

係る主観数値による第１項の審査を受けることができる。 

（業者選定の基本）  

第３条 市長は、指名競争入札の方法により契約を締結しようとする場合は、契約規則第  

１６条の規定により入札参加資格者名簿に登載された者（以下「登録業者」という。）のう

ちから、次に掲げる事項を総合的に勘案し、業者選定を適正に行わなければならない。 

(１) 経営状況 

(２) 労働災害の発生状況 

(３) 不誠実な行為の有無 

(４) 工事成績又は納入成績 

(５) 技術者の状況 

(６) 手持ち工事の状況 

(７) 地理的条件 

(８) 技術的適正 

(９) 前各号に掲げるもののほか、業者選定に関し必要な事項 

２ 市長は、随意契約の方法により契約を締結しようとする場合においても、前項各号に掲

げる事項を総合的に勘案して業者選定を行い、見積りを依頼する者を選定しなければなら

ない。 

３ 前項の規定により見積りを依頼する場合において、契約規則第２１条に定める額を超え

て見積りを依頼するときは、登録業者の中から選定しなければならない。ただし、市長が

必要があると認めるときは、この限りでない。 

 （指名業者の数等）   

第４条 指名競争入札の方法により契約を締結しようとする場合における指名業者の数は、 



別表第２の予定価格の欄に掲げる金額の区分に応じ、同表の指名業者数の欄に定める数と

する。ただし、特殊な業務等で、別表に定める数の指名業者を選定することが困難なとき

又は市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。 

 （発注の見通しに関する事項の公表）   

第５条 市長は、当該年度に発注することが見込まれる設計金額が４００万円を超える工事

請負契約及び設計金額が５０万円を超える工事請負契約に係る委託契約の見通しに関す

る事項について、速やかに資料を作成した後、契約を締結する日の属する年度の３月３１

日までの間、契約課、市民資料閲覧コーナー及び市ホームページにおいて公表する。 

 （予定価格等の公表）  

第６条 市長は、競争入札により工事請負契約又は工事請負契約に係る委託契約（以下「工

事請負契約等」という。）を締結しようとする場合において、予定価格又は最低制限価格

を設けたときは、公正又は円滑な契約事務の執行に支障を生じ、又は生ずるおそれがある

と認める場合を除き、その価格を事前に公表し、又は通知する（以下「事前公表等」とい

う。）ことができる。 

２ 市長は、工事請負契約等を随意契約により締結しようとするときは、見積りを依頼する

者を公募し、又は４者以上選定し、当該契約に係る予定価格を事前公表等するものとする。

ただし、見積りを依頼することができる登録業者が４者に満たないときは、見積りを依頼

する者の数を４者未満とし、予定価格の事前公表等をしないものとする。 

３ 市長は、市発注工事等のうち、工事請負契約等以外のものを締結しようとする場合にお

いて、予定価格又は最低制限価格を設けたときは、契約の方法にかかわらず、特に必要が

あると認める場合を除き、その価格の事前公表等をしないものとする。 

４ 前３項の規定にかかわらず、市長は、予定価格又は最低制限価格の事前公表等をしなか

ったときは、公正又は円滑な契約事務の執行に支障を生じ、又は生ずるおそれがあると認

める場合を除き、その価格を事後に公表し、又は通知する（以下「事後公表等」という。）

ことができる。 

５ 第１項又は第２項の規定により事前公表等をした予定価格及び最低制限価格は、公表し、

又は通知した後、当該契約を締結する日までの間、契約課において閲覧に供する。 

６ 第１項、第２項若しくは第４項の規定により事前公表等又は事後公表等をした予定価格

及び最低制限価格は、契約を締結した後、契約を締結した日の属する年度の翌年度の３月

３１日までの間（議会の議決が必要な案件にあっては、仮契約を締結した後、本契約を締



結した日の属する年度の翌年度の３月３１日までの間）、契約課、市民資料閲覧コーナー

及び市ホームページにおいて公表する。 

７ 前各項の規定にかかわらず、公正又は円滑な契約事務の執行に支障を生じ、又は生ずる

おそれがあると認める場合にあっては、予定価格及び最低制限価格を事前に、又は事後に

公表せず、又は通知しないことができる。 

 （入札の中止等）   

第７条  市長は、競争入札を執行した場合における初度の入札において、入札者が１者のと 

きは、当該競争入札を中止するものとする。ただし、一般競争入札とした案件において

は、この限りでない。 

２ 市長は、随意契約により契約を締結しようとする場合（特名随意契約により契約を締結

しようとする場合又は競争入札が不調となった後に、随意契約により契約を締結しようと

する場合を除く。）において、見積を行った者が１者のときは、当該見積合わせを中止する

ものとする。ただし、見積りを依頼する者を公募した案件においては、この限りでない。 

３ 市長は、競争入札を執行した場合において、辞退する旨を記載した入札書があった場合

又は随意契約により契約を締結しようとした場合（特名随意契約により契約を締結しよう

とした場合又は入札が不調となった後に、随意契約により契約を締結しようとした場合を

除く。）において辞退する旨を記載した見積書があった場合は、当該入札書及び見積書は有

効なものとして取り扱わない。 

 （入札回数）   

第８条 入札を実施する回数は、２回以内とする。ただし、市長が必要があると認めるとき

は、この限りでない。 

２ 前項の規定にかかわらず、第６条第１項の規定により予定価格を事前公表等した工事請

負契約等の入札を実施する場合は、１回とする。 

 （再度入札に付し落札者がないときに行う随意契約）  

第９条 市長は、再度入札に付してもなお落札者がないときは、有効な入札を行った者から

見積書の提出を求め、随意契約の方法により契約を締結することができる。 

２ 市長は、前項の規定により随意契約の方法により契約を締結しようとする場合で、工

事若しくは製造の請負又は物件の買入れ若しくは借入れその他市の支出の原因となる契

約を締結しようとするときは、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって見積りをし

た者と契約を締結することができる。 



３ 市長は、第１項の規定により随意契約の方法により契約を締結しようとする場合で、

物件の売払い又は貸付けその他市の収入の原因となる契約を締結しようとするときは、予

定価格以上であって、最高の価格をもって見積りをした者と契約を締結することができる。 

４ 前２項の規定により契約を締結しようとする場合において、契約の相手方となるべき価

格の見積りをした者が２者以上あるときは、当該見積りをした者にくじを引かせて契約の

相手方を決定する。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。 

５ 前項の場合において、当該見積りをした者のうちくじを引かない者があるときは、これ

に代わって当該見積合わせ事務に関係のない本市の職員にくじを引かせるものとする。た

だし、電子入札システムを利用した案件の場合は、電子入札システムの抽選機能を用いる

ものとする。 

６ 第１項の規定にかかわらず、市長は、入札価格と予定価格との差が大きいため、随意契

約の方法により契約を締結し難いと認めるときは、当該入札を不調とすることができる。 

 （見積回数）                   

第１０条 見積りを依頼する回数は、２回以内とする。ただし、市長が必要があると認める

ときは、この限りでない。 

２ 前項の規定にかかわらず、工事請負契約等を随意契約により締結しようとする場合にお

いて、第６条第２項の規定により予定価格を事前に通知したときは、見積りを依頼する回

数は、１回とする。 

 （開札結果表等）  

第１１条 市長は市発注工事等の契約について、競争入札の方法により締結した場合は開札

結果表を、随意契約の方法により締結した場合は見積結果表を作成する。 

２ 第６条第６項の規定は、開札結果表又は見積結果表を公表する場合について準用する。

ただし、ホームページで公表する場合にあっては、落札結果又は見積結果のみを公表する

ものとする。 

３ 前項の規定にかかわらず、随意契約を締結しようとする場合で、契約規則第２０条第１

項ただし書若しくは第２１条の規定に該当するとき、又は第２２条に規定する手続きによ

り契約を締結するときは、見積結果表を公表しないことができる。 

４ 第２項の規定にかかわらず、公正又は円滑な契約事務の執行に支障を生じ、又は生じる

おそれがあると認める場合にあっては、開札結果表等を公表しないことができる。 

 



（共同企業体）  

第１２条 市長は、共同企業体を入札に参加させてはならない。ただし、特に必要があると

認めるときは、この限りでない。 

 （契約保証金等）                          

第１３条 一般競争入札又は指名競争入札を執行する場合若しくは随意契約の見積書を徴

収する場合において、あらかじめ契約保証金に係る条件を付すときは、別表第３に定める

とおりとする。 

附 則 

 この要領は、平成２３年２月１日から施行する。   

附 則 

 この要領は、平成２６年１２月１日から施行する。   

附 則 

 この要領は、令和４年４月１日から施行する。 

   附 則 

  （施行期日） 

 １ この要領は、令和４年７月１日（次項において「施行日」という。）から施行する。 

  （経過措置） 

 ２ 改正後の第７条の規定は、施行日以後に入札公告等を行う案件について適用し、同日

前に入札公告等を行った案件については、なお従前の例による。 

附 則（令和７年３月２５日決裁） 

 この要領は、決裁の日から施行する。 

   附 則（令和８年２月１６日決裁） 

  （施行期日） 

 １ この要領は、決裁の日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の別表第１の規定は、令和８年７月１日以後の入札参加資格を前提として行う

第２条の２第１項の審査（以下「審査」という。）について適用し、同日前の入札参加

資格を前提として行う審査については、なお従前の例による。 

 

 



別表第１（第２条の２関係） 

１ ＩＳＯ９００１認証取得 

点数 ５点 

要件 

建設工事入札参加資格審査申請時に、登録を希望する本店及び支店等営業所が、ＪＩ

ＳＱ9001（ＩＳＯ9001）を公益財団法人日本適合性認定協会（以下「ＪＡＢ」という。）

又はＪＡＢと相互承認している認証機関に認定されている審査登録機関から認証され

ていること。  

提出書類 必要（入札参加資格申請において提出されていればよい。） 

確認方法 

登録を希望する営業所等が記載された、要件に定める認証機関から交付された認証

又は登録証の写し（附属書等を含む。）を市に提出する。 

関係する連絡先  － 

２ ＩＳＯ１４００１認証取得又はエコアクション 21 認証取得 

点数 ５点 

要件 

建設工事入札参加資格審査申請時に、登録を希望する本店及び支店等営業所が、ＪＩ

ＳＱ14001（ＩＳＯ14001）又はエコアクション２１を公益財団法人日本適合性認定協会

（以下「ＪＡＢ」という。）もしくはＪＡＢと相互承認している認証機関に認定されて

いる審査登録機関又は一般財団法人持続性推進機構から認証されていること。  

提出書類 必要（入札参加資格申請において提出されていればよい。） 

確認方法 

登録を希望する営業所等が記載された、要件に定める認証機関から交付された認証

又は登録証の写し（附属書等を含む。）を市に提出する。 

関係する連絡先  － 

３ 障碍者雇用 

点数 １０点 

要件 

障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和 35 年法律第 123 号）第 43 条第７項の規定

により身体障碍者、知的障碍者又は精神障碍者（以下「対象障碍者」という）の雇用に

関する状況の厚生労働大臣への報告義務を有する者が、建設工事入札参加資格審査申請

要領に定める時点において、対象障碍者である労働者（以下「障碍者」という。）の雇

用義務を達成し、又は報告義務を有しない者が、建設工事入札参加資格審査等申請時に、

障碍者を雇用していること。 

注）「法定雇用障害者数」は、障害者の雇用の促進等に関する法律第 43 条第１項に

定めるところによる。  

提出書類 必要（入札参加資格申請において提出されていればよい。） 



確認方法 

次のいずれかの方法により確認する。 

１ 障害者の雇用の促進等に関する法律第 43 条第７項の規定により対象障碍者の雇

用に関する状況の厚生労働大臣への報告義務を有する者は、公共職業安定所に 

提出した障害者雇用状況報告書（様式第６号）の写しを市に提出する。 

２ 障害者の雇用の促進等に関する法律第 43 条第７項の規定による対象障碍者の雇

用に関する状況の厚生労働大臣への報告義務を有しない者は、建設工事入札参 

加資格審査申請書に障碍者の雇用人数を記載すること。 

関係する連絡先  － 

４ 市と災害に関する協定を締結 

点数 １０点 

要件 

市と災害に関する協定を締結している団体の構成員であること。  

提出書類 必要（協定が団体の場合は、当該団体に加入していることが確認でき

る書類を含む。） 

確認方法 

提出のあった書類により確認 

関係する連絡先  － 

５ 協定等に基づく要請による出動 

点数 １０～３０点 

要件 

災害発生時に４に基づく要請を受けて出動したこと。（待機のみであった場合も含

む。）  

提出書類 不要 

確認方法 

市において実績を確認し、要件に該当していれば加点となる。 

関係する連絡先 都市安全部総合防災課 

６ １年以内に新たに技術職員となった若年技術職員の割合 

点数 ５点 

要件 

１年以内に新たに技術職員となった若年技術職員の人数が技術職員の人数の１％以

上の場合であって経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書において確認できると

き  

提出書類 不要 

確認方法 

市において経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書により確認 

関係する連絡先  － 



７ 工事成績評定（その１） 

点数 ３点又は１０点 

要件 

本市から受注した工事の成績評定において、下記のいずれかに該当する採点を受けた

実績のある事業者 

ア ７４点以上９２点未満 （３点加点） 

イ ９２点以上（１０点加点） 

提出書類 不要 

確認方法 

市において実績を確認し、要件に該当していれば加点となる。（本項目は、提出さ

れた申請書のうち、申請項目欄への記載の有無に関わらず、市で該当の有無を確認の上

適用する。） 

関係する連絡先  － 

８ その他・地域貢献 （１）防災訓練参加事業者 

点数 ２．５点 

要件 

市の総合防災訓練に会社として参加したと本市の総合防災課が認定した事業者（ただ

し、シェイクアウト訓練にのみ参加した場合は除く。） 

提出書類 不要 

確認方法 

市において実績を確認し、要件に該当していれば加点となる。 

関係する連絡先 都市安全部総合防災課 

８ その他・地域貢献 （２）消防サポート隊協力事業所又は消防団員を雇用 

点数 ２．５点 

要件 

消防サポート隊協力事業所又は消防団員（宝塚市民に限る）を雇用している事業者 

提出書類 不要 

確認方法 

市において実績を確認し、要件に該当していれば加点となる。 

関係する連絡先 消防本部総務課 

８ その他・地域貢献 （３）「環境都市宝塚推進市民会議」に加入 

点数 ２点 

要件 

「環境都市宝塚推進市民会議」に加入していると環境政策課が認めた事業者（申請者

自身の名義で加入している場合に限る。加盟している団体が当該会議の構成員であると

いうのみでは加点の対象としない。） 

提出書類 不要 



確認方法 

市において実績を確認し、要件に該当していれば加点となる。 

関係する連絡先 環境部環境エネルギー課 

８ その他・地域貢献 （４）市の環境教育や市の環境学習イベント等への参画 

点数 ２．５点 

要件 

市の環境教育や環境学習イベント等へ参画したと本市の環境政策課が認めた事業者 

提出書類 不要 

確認方法 

市において実績を確認し、要件に該当していれば加点となる。 

関係する連絡先 環境部環境エネルギー課 

８ その他・地域貢献 （５）兵庫県男女共同参画社会づくり協定締結又はひょうご・

こうべ女性活躍推進企業（ミモザ企業）認定 

点数 ２点 

要件 

兵庫県男女共同参画社会づくり協定締結事業者又はひょうご・こうべ女性活躍推進企

業（ミモザ企業）認定事業者 

提出書類 必要（兵庫県との協定書又は認定書の写し（協定又は認定が団体の場

合は、当該団体に加入していることが確認できる書類を含む。）） 

確認方法 

提出のあった書類により確認 

関係する連絡先  － 

８ その他・地域貢献 （６）兵庫県子育て応援協定締結 

点数 ２点 

要件 

兵庫県子育て応援協定締結事業者 

提出書類 必要（兵庫県との協定書の写し（協定が団体の場合は、当該団体に加

入していることが確認できる書類を含む。）） 

確認方法 

提出のあった書類により確認 

関係する連絡先  － 

８ その他・地域貢献 （７）クールシェア事業への協力 

点数 ２.５点 

要件 

夏期に実施するクールシェア事業においてスポット提供に協力した事業者 

提出書類 不要 

確認方法 



市において実績を確認し、要件に該当していれば加点となる。 

関係する連絡先 健康福祉部地域福祉課 

８ その他・地域貢献 （８）神戸保護観察所に協力雇用主として登録 

点数 ２点 

要件 

神戸保護観察所に協力雇用主として登録している事業者 

提出書類 必要（協力雇用主であることが確認できる書類の写し（様式第２号）） 

確認方法 

提出のあった書類により確認 

関係する連絡先  － 

８ その他・地域貢献 （９）保護観察対象者等を雇用 

点数 ２．５点 

要件 

神戸保護観察所に協力雇用主として登録した上で、保護観察対象者等を雇用している

事業者 

提出書類 必要（保護観察対象者等を雇用していることが確認できる書類の写し

（様式第３号）） 

確認方法 

提出のあった書類により確認 

関係する連絡先  － 

９ 指名停止 

点数 －１０点 

要件 

市から６か月以上の指名停止措置を受けたこと。 

提出書類 不要 

確認方法 

市において実績を確認し、要件に該当していれば加点となる。（本項目は、提出され

た申請書のうち、申請項目欄への記載の有無に関わらず、市で該当の有無を確認の上適

用する。） 

関係する連絡先  － 

１０ 工事成績評定（その２） 

点数 －３点又は－１０点 

要件 

本市から受注した工事の成績評定において、下記のいずれかに該当する採点を受けた

実績のある事業者（ただし、６か月以上の指名停止を受ける理由となった評定は対象と

しない。） 

ア ３１点以上５３点未満 （－３点加点） 



イ ３１点未満（－１０点加点） 

提出書類 不要 

確認方法 

市において実績を確認し、要件に該当していれば加点となる。（本項目は、提出さ

れた申請書のうち、申請項目欄への記載の有無に関わらず、市で該当の有無を確認の上

適用する。） 

関係する連絡先  － 



（様式第 1 号）宝塚市 

年 月 日 

 

宝塚市が実施する建設工事の入札参加資格に係る主観数値加算認定申請書 

 

 宝 塚 市  長        あて 

宝塚市公営企業管理者 あて 

 申請者                  

 住 所                

 名 称                

代表者                

 

次の項目について、必要書類を添付のうえ主観数値の加算を申請します。 

 １ 申請する項目 

項目 点数 申請項目 備考 

1 ＩＳＯ９００１認証取得 ５点   

2 ＩＳＯ１４００１認証取得又はエコアクシ

ョン２１認証取得 

５点   

3 障碍者雇用（報告義務達成又は報告義務な

しかつ１人以上雇用） 

１０点   

4 市と災害に関する協定を締結  １０点   

5 過去２年間において、水防等活動業務に関

する協定等に基づく要請を受け出動した場

合（前の業者登録期間の出動回数×１０点

で最大３０点まで）             

最大 

３０点 

  

6 １年以内に新たに技術職員となった若年技

術職員が１％以上     

５点   

7 
 

過去２年間に、本市から受注した工事にお

いて下記のいずれかに該当する成績評定を

ア ３点 

イ １０

 ア 

 

 



受けた 

ア ７４点以上９２点未満 

イ ９２点以上 

点  イ 

8 その他・地域貢献（１８点を加点の上限と

する。(端数は切り上げる。)） 

２点～ 

１８点 

  

（１）市の総合防災訓練参加事業者（シェ

イクアウト訓練のみの参加は除く。） 

２．５点   

（２） 消防サポート隊協力事業所又は消 

防団員を雇用している事業者  

２．５点   

（３）「環境都市宝塚推進市民会議」に加入

している事業者 

２点   

（４）市の環境教育や市の環境学習イベン

ト等への参画した事業者 

２．５点   

（５）兵庫県男女共同参画社会づくり協定

締結事業者又はひょうご・こうべ女性活

躍推進企業（ミモザ企業）認定事業者 

２点   

（６）兵庫県子育て応援協定締結事業者 ２点   

（７）クールシェア事業への協力事業者 ２．５点   

（８）神戸保護観察所に協力雇用主として

登録 

２点   

（９）神戸保護観察所に協力雇用主として

登録したうえで、３か月以上雇用 

２．５点   

9 過去２年間において６月以上の指名停止を

受けた 

－１０点   

10 過去２年間に、本市から受注した工事にお

いて下記のいずれかに該当する成績評定を

受けた 

ア ３１点以上５３点未満 

イ ３１点未満 

ア  

－３点 

イ  

－１０点 

 ア 

 

 イ 

 



２ 提出に当たっての注意事項 

(1)  主観数値の加算申請ができる方は、建設工事の登録業者で、宝塚市内に本社・本店
を置く方に限ります。 

(2) 申請する内容の申請項目欄に○印を付けてください。 
(3)「8(8)協力雇用主としての登録」又は「8(9)保護観察対象者等を雇用」については、
「様式第 2 号 協力雇用主の登録に関する証明書」又は「様式第 3 号 保護観察対象者等
雇用に関する証明書」を作成の上、神戸保護観察所で証明書の発行を受けてください。 
(4) (3)以外の申請においても、別表第 1 に定める提出書類を必ず添付してください。 
(5)主観数値の加算期間は、入札参加資格の有効期間となります。入札参加資格を更新す
る際は、主観数値の加算についても改めて申請してください。 

(6)申請書中の「過去 2 年間」又は「3 か月以上」等が指す具体的な期間又は基準となる
日付等は、本申請を受け付ける機会に対応する入札参加資格審査申請要領（建設工事）
に記載するので、必ず確認の上申請してください。 



（様式第 2 号）宝塚市 
 

商号又は名称（必ず記入してください） 

 

 

協力雇用主の登録に関する証明書 

 

令和  年  月  日  

 

神戸保護観察所長 様 

 

申請者                  

所在地                  

商号又は名称               

代表者                  

 

 

当社（私）が、神戸保護観察所に協力雇用主として登録していることを証明願います。 

 

以上  

 

申請者について、神戸保護観察所は以下のことについて証明します。 

・申請者が神戸保護観察所に協力雇用主として登録していること 

 

令和  年  月  日 

 

神戸保護観察所長 印   



（様式第 3 号）宝塚市  

商号又は名称（必ず記入してください） 

 

 

保護観察対象者等雇用に関する証明書 

令和  年  月  日  

 

神戸保護観察所長 様 

 

申請者                  

所在地 

商号又は名称 

代表者 

 

当社（私）が下記の期間に保護観察対象者等を雇用したことを証明願います。 

 

記 

 

雇用期間     年  月  日  ～      年  月  日 

 

注：「保護観察対象者等」とは、更生保護法（平成 19 年法律第 88 号）第 48 条に定める保

護観察対象者、同法第 85 条に定める更生緊急保護の対象者又は売春防止法（昭和 31 年

法律第 118 号）第 26 条第 1 項に定める保護観察に付された者並びにそれぞれの対象者で

なくなった日から 1 年を経過しない者をいう。 

 

添付書類：上記期間における雇用を証明する資料（雇用者の所得税源泉徴収簿の写し等） 

 

上記のとおり申請者が、上記の期間、保護観察対象者等を雇用したことに相違ないことを

証明します。 

 

令和  年  月  日 

 

神戸保護観察所長 印   

 

 



別表第２（第４条関係） 

予定価格 指名業者数 

    ５０万円以上      ５００万円未満   ５ 

   ５００万円以上    ２，０００万円未満 ６ 

  ２，０００万円以上   ５，０００万円未満 ７ 

  ５，０００万円以上   ９，０００万円未満 ８ 

  ９，０００万円以上  １億５，０００万円未満 １０ 

 １億５，０００万円以上  １０億円未満 １２ 

   １０億円以上 １５ 

 



別表第３（第１３条関係） 

 

契 

約 

の 

種 

類 

工事請負契約、製造

の請負契約並びに工

事請負契約に係る設

計、監理、測量及び

調査の委託契約 

清掃、警備、保守等

の委託契約 

調査、試験、研究、

行事、事務等の委

託契約 

物 品 の 購 入

契約（クラウ

ド サ ー ビ ス

又 は ソ フ ト

ウ ェ ア 等 の

使 用 に 係 る

契 約 を 含

む。）、賃貸借

契 約 及 び 物

品 又 は 施 設

の修繕契約 

 

契 

約 

保 

証 

金 

の 

預 

託 

契約金額の 100 分の

10 以上の契約保証

金の預託 

原則として契約保

証金の預託の免除 

       

原則として契約

保証金の預託の

免除。 

ただし、コンサル

業務に類する内

容である場合に

あっては、契約金

額の 100 分の 10

以上の契約保証

金を預託するも

のとする。 

原 則 と し て

契 約 保 証 金

の 預 託 の 免

除。 

ただし、施設

の 修 繕 契 約

で、契約の方

法が競争入札

による場合に

あっては、契

約金額の 100

分の 10 以上

の契約保証金

を預託するも

のとする。 

（備考）  

１ 契約保証金の預託については、契約保証金の金額以上の履行保証保険への加

入又は宝塚市契約規則第３０条第２項の規定による担保の提供をもって代え

ることができる。  

    ２ 委託契約について、市が行政的立場から育成をしなければならない団体であ



る業者にあっては、契約保証金を免除する。  

  ３ 単価契約については、契約保証金を免除する。 


